
う
考
え
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
、
執
行
責
任

者
と
し
て
市
長
が
行
う
べ
き
指
示
は
「
ル
ー

ル
に
従
い
、
手
順
を
守
ら
せ
る
」
こ
と
で
あ

り
、
そ
の
上
で
慎
重
か
つ
適
切
な
判
断
が
必

要
で
あ
っ
た
。

　

残
土
処
理
に
つ
い
て
は
、
本
来
公
募
要

領
、
当
該
基
本
協
定
書
の
定
め
に
よ
れ
ば
、

事
業
者
が
処
理
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
の

残
土
処
理
に
対
し
て
市
長
は
、
こ
の
残
土

は
、
奥
州
金
ケ
崎
行
政
事
務
組
合
が
覆
土
用

に
使
用
す
る
も
の
と
、
市
が
有
効
活
用
す
る

も
の
と
で
あ
る
と
何
度
も
公
の
場
で
明
言
し

て
い
る
。
市
に
と
っ
て
必
要
な
残
土
で
あ
る

と
の
認
識
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
公
募
要
領
に

は
「
造
成
は
事
業
者
が
行
う
」
と
い
う
条
件

を
示
し
て
い
る
。
し
か
し
、
当
該
基
本
協
定

書
及
び
当
該
土
地
賃
貸
借
契
約
書
に
は
、
市

が
有
効
活
用
す
る
旨
は
何
も
明
記
さ
れ
て
い

な
い
。

　
損
害
の
責
任
は
市
長
に
あ
る

　

ま
た
、
事
業
者
選
定
に
お
い
て
は
、
一
事

業
者
の
提
案
を
勘
案
し
た
形
で
公
募
型
プ
ロ

ポ
ー
ザ
ル
方
式
を
導
入
し
、
そ
の
方
式
を
提

案
し
た
事
業
者
を
優
先
事
業
者
と
し
て
決
定

し
た
。

　

こ
の
優
先
事
業
者
は
、
公
募
前
の
設
備
認

定
、
接
続
申
請
等
の
技
術
協
力
・
支
援
を
市

に
無
償
で
行
っ
て
お
り
、
企
画
提
案
書
を
作

成
す
る
上
で
明
ら
か
に
有
利
な
立
場
に
あ
っ

た
と
言
え
る
。

　

市
長
は
、
公
募
要
領
、
当
該
基
本
協
定
書

及
び
当
該
土
地
賃
貸
借
契
約
書
の
内
容
が

適
正
か
ど
う
か
判
断
を
す
る
立
場
に
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
慎
重
な
検
討
を
せ
ず
に
決

裁
を
行
っ
て
い
る
。
残
土
処
理
、
事
業
者
選

定
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
り
、
そ
の
行
為
は

安
易
で
放
任
的
、
職
務
怠
慢
で
あ
る
と
言
わ

ざ
る
を
得
な
い
。
そ
の
結
果
、
奥
州
市
に
多

大
な
損
害
を
与
え
た
も
の
で
あ
り
、
そ
の
責

任
は
市
長
に
あ
る
と
考
え
る
。
そ
の
う
え
市

長
は
、
一
連
の
経
過
に
つ
い
て
、
事
後
に
事

実
を
知
っ
た
と
の
担
当
職
員
に
責
任
を
転
嫁

す
る
よ
う
な
発
言
を
続
け
て
い
る
。
こ
れ
ら

の
こ
と
は
、
市
民
の
負
託
を
得
た
市
長
と
し

て
、
責
任
感
の
欠
如
と
し
か
言
い
よ
う
の
な

い
行
為
で
あ
る
。

平
成
27
年
９
月
25
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
１
回
】

　

①
正
副
委
員
長
の
互
選
に
つ
い
て

平
成
27
年
10
月
20
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
２
回
】

　

①
幹
事
会
の
構
成
に
つ
い
て　

②
今
後
の
調
査
内
容
等
に
つ

い
て

平
成
27
年
11
月
26
日

　

調
査
特
別
委
員
会　

意
見
交
換
会

　

助
言
弁
護
士
２
名
と
幹
事
７
名
に
よ
る
意
見
交
換
会
（
仙
台
市
）

平
成
27
年
12
月
２
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
３
回
】

　

①
調
査
特
別
委
員
会
運
営
要
領
の
制
定
に
つ
い
て　

②
助
言

弁
護
士
の
選
任
に
つ
い
て　

③
調
査
権
限
及
び
調
査
経
費
の

追
加
申
し
出
に
つ
い
て　

④
記
録
の
提
出
請
求
に
つ
い
て　

⑤
今
後
の
進
め
方
に
つ
い
て

平
成
27
年
12
月
18
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
４
回
】

　

①
調
査
権
限
及
び
調
査
経
費
の
追
加
申
出
に
つ
い
て　

②
記

録
の
提
出
請
求
に
つ
い
て

平
成
28
年
１
月
15
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
５
回
】

　

①
記
録
提
出
要
求
に
つ
い
て

平
成
28
年
２
月
８
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
６
回
】

　

①
請
求
資
料
の
確
認
に
つ
い
て　

②
記
録
の
提
出
要
求
に
つ

い
て　

③
作
業
分
担
の
編
成
等
に
つ
い
て　

④
今
後
の
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
に
つ
い
て

平
成
28
年
３
月
５
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
意
見
交
換
会
】

　

助
言
弁
護
士
と
今
後
の
調
査
方
法
等
に
つ
い
て
意
見
交
換

平
成
28
年
３
月
22
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
７
回
】

　

①
要
求
記
録
の
確
認
に
つ
い
て　

②
記
録
の
提
出
要
求
に
つ

い
て　

③
調
査
照
会
に
つ
い
て　

④
平
成
28
年
度
調
査
経
費

の
限
度
額
に
つ
い
て　

⑤
幹
事
長
の
選
任
に
つ
い
て

平
成
28
年
４
月
20
日
【
第
８
回
】

　

①
記
録
送
付
要
求
及
び
調
査
照
会
の
結
果
に
つ
い
て　

②
今

後
の
進
め
方
に
つ
い
て

平
成
28
年
４
月
27
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
９
回
】

　

①
証
人
喚
問
に
係
る
証
人
の
選
定
に
つ
い
て　

②
今
後
の
進

め
方
に
つ
い
て　

③
証
人
喚
問
に
係
る
証
人
の
出
頭
を
求
め

る
日
時
に
つ
い
て

平
成
28
年
５
月
６
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
10
回
】

　

①
証
人
へ
の
尋
問
に
お
け
る
質
問
事
項
に
つ
い
て

　

証
人
喚
問
（
市
長
・
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
長
・
前
総
務

企
画
部
長
・
前
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
長
の
４
名
）

平
成
28
年
６
月
14
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
11
回
】

　

①
平
成
28
年
５
月
６
日
開
催
の
証
人
喚
問
に
係
る
と
り
ま
と

　

め
に
つ
い
て　

②
調
査
照
会
に
つ
い
て　

③
記
録
の
提
出
要

求
に
つ
い
て　

④
証
人
喚
問
に
つ
い
て

平
成
28
年
６
月
24
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
12
回
】

　

①
調
査
照
会
及
び
記
録
送
付
要
求
の
結
果
に
つ
い
て　

②
証

人
へ
の
尋
問
事
項
に
つ
い
て

　

証
人
喚
問
（
市
長
・
前
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
長
の
２
名
）

平
成
28
年
８
月
４
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
13
回
】

　

①
平
成
28
年
６
月
24
日
開
催
の
証
人
喚
問
に
係
る
と
り
ま
と

　

め
に
つ
い
て　

②
調
査
照
会
に
つ
い
て　

③
記
録
の
提
出
要

求
に
つ
い
て

平
成
28
年
８
月
29
日

　

調
査
特
別
委
員
会　

意
見
交
換
会

　

助
言
弁
護
士
と
委
員
全
員
に
よ
る
意
見
交
換
会
（
委
員
会
室
）

平
成
28
年
９
月
15
日　

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
14
回
】

　

①
報
告
書
の
ま
と
め
に
つ
い
て　

②
更
な
る
証
人
喚
問
・
文

書
照
会
の
必
要
性
に
つ
い
て　

③
平
成
28
年
度
調
査
経
費
の

限
度
額
の
変
更
に
つ
い
て

平
成
28
年
10
月
19
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
15
回
】

　

①
報
告
書
の
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て　

②
調
査
照
会
に
つ
い

て　

③
記
録
の
提
出
要
求
に
つ
い
て　

④
参
考
人
の
出
席
要

求
に
つ
い
て

平
成
28
年
11
月
４
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
16
回
】

　

①
調
査
照
会
及
び
記
録
送
付
要
求
の
結
果
に
つ
い
て　

②
参

考
人
聴
取
の
方
法
等
に
つ
い
て　

③
参
考
人
へ
の
質
問
内
容

に
つ
い
て

　

参
考
人
招
致
（
前
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
長
・
総
務
企
画

部
政
策
企
画
課
長
・
前
総
務
企
画
部
政
策
企
画
課
企
画
推
進

係
長
の
３
名
）

平
成
28
年
11
月
30
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
17
回
】

　

①
報
告
書
の
と
り
ま
と
め
に
つ
い
て

平
成
28
年
12
月
20
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
18
回
】

　

①
報
告
書
の
ま
と
め
に
つ
い
て

平
成
28
年
12
月
26
日

　

調
査
特
別
委
員
会
勉
強
会

　

報
告
書
案
に
対
す
る
意
見
交
換

平
成
29
年
１
月
19
日

　

調
査
特
別
委
員
会
【
第
19
回
】

　

①
報
告
書
に
つ
い
て　

②
特
別
委
員
会
の
終
結
に
つ
い
て

　
多
大
な
損
害
を
市
に
与
え
る

土
の
全
量
撤
去
決
定
に
至
る
検
討
過
程
の
不

透
明
さ
と
重
要
事
項
の
決
裁
に
お
け
る
責
任

の
所
在
が
曖
昧
な
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。

　

こ
れ
ら
は
、
市
長
及
び
関
係
職
員
の
法
令

遵
守
の
意
識
の
希
薄
さ
と
市
民
の
財
産
を
管

理
す
る
と
い
う
責
任
感
の
欠
如
が
招
い
た
結

果
で
あ
る
。

　

市
長
は
、
今
回
の
不
適
正
な
事
務
執
行
に

よ
り
多
大
な
損
害
を
奥
州
市
に
与
え
た
。
具

体
的
に
は
、
残
土
処
理
費
用
を
事
業
所
と
折

半
す
る
こ
と
に
よ
る
、
市
に
入
る
べ
き
土
地

の
賃
料
減
額
分
２
、
３
３
８
万
円
と
地
域
貢

献
事
業
の
見
直
し
に
伴
う
事
業
費
削
減
分
と

の
総
額
４
、
９
０
０
万
円
で
あ
る
。

　

こ
の
損
害
を
被
っ
た
責
任
は
市
長
に
あ

り
、
こ
の
事
態
を
真
摯
に
反
省
し
、
自
ら
そ

の
責
任
を
果
た
す
べ
き
で
あ
る
。

　

市
長
に
は
、
地
方
自
治
法
を
は
じ
め
と
す

る
関
係
法
令
に
基
づ
き
誠
実
か
つ
堅
実
に
管

理
を
行
う
法
的
責
任
が
あ
る
。
今
回
の
事
務

処
理
に
関
し
て
も
、
市
政
の
最
高
責
任
者
と

し
て
の
市
長
の
責
任
は
重
大
で
あ
る
。

　
残
土
は
事
業
者
が
処
理
す
べ
き

　

当
該
事
業
を
決
定
し
た
政
策
判
断
は
「
迅

速
な
決
断
が
市
民
の
利
益
に
繋
が
る
」
と
い 奥州万年の森公園に設置されたメガソーラー

奥州市議会だより　特別号3


